
前年度比(％) 前年度比(％) 前年度比(％)
平成 29 年度 （平均） 62,036 2.1 1,156,123 3.0 15,768 4.3

30 （平均） 62,562 0.8 1,171,034 1.3 16,386 3.9
令和 元 年度 （平均） 62,959 0.6 1,184,071 1.1 16,116 △ 1.6
平成 31 年 4月 62,812 1,175,467 30,741
令和 元 年 5月 62,901 1,185,612 15,672

6 62,995 1,183,323 13,986
7 63,079 1,183,798 16,319
8 63,161 1,182,106 14,888
9 62,674 1,186,012 14,885
10 62,794 1,186,041 16,934
11 62,901 1,187,602 12,645
12 62,956 1,188,231 11,767

令和 2 年 1月 63,024 1,184,680 16,387
2 63,085 1,183,621 13,303
3 63,131 1,182,357 15,865

前年度比(％) 前年度比(％) 前年度比(％)

平成 29 年度 （平均） 3,090 △ 5.6 2,455 △ 6.8 10,592 △ 9.1
30 （平均） 3,003 △ 2.8 2,369 △ 3.5 10,262 △ 3.1

令和 元 年度 （平均） 3,142 4.6 2,497 5.4 10,804 5.3
平成 31 年 4月 4,466 2,441 9,725
令和 元 年 5月 3,963 3,335 10,787

6 3,051 2,400 10,637
7 3,219 2,733 11,426
8 2,902 2,680 11,366
9 2,965 2,348 11,529

10 3,300 2,704 11,551
11 2,680 2,286 10,895
12 2,295 2,125 10,675

令和 2 年 1月 3,150 2,465 10,717
2 2,783 2,349 10,142
3 2,927 2,100 10,192

前年度比(％)
平成 29 年度 （平均） 630               10             958               △ 2.9

30 （平均） 702               9              967               0.9
令和 元 年度 （平均） 774               8              1,026             6.1
平成 31 年 4月 1,094            -              733               
令和 元 年 5月 1,329            37             1,080            

6 718               15             1,155            
7 808               5              1,240            
8 571               -              1,091            
9 636               -              846               

10 781               -              1,062            
11 642               1              1,144            
12 565               8              1,196            

令和 2 年 1月 692               6              933               
2 733               25             798               
3 716               4              987               

注)　平成29年1月1日より65歳以上も雇用保険の適用対象となった。
資料   静岡労働局職業安定部

被保険者数
被保険者数 資格喪失者数

（7）雇用保険
雇用保険主要指標

区分
適用事業所数

区分

失業給付

基本手当  （基本分）

受給資格決定件数 初回受給者数 受給者実人員

特例一時金
受給者数

再就職手当受給者数区分
失業給付（つづき） 就職促進給付

高年齢求職者
給付金受給者


